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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案 概要 
 

令 和 ２ 年 ５ 月 

職業安定局雇用保険課 

 

 

１．趣旨 

○ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号。以下「法」という。）第 23 条第２項に規定する

特定受給資格者（倒産、解雇等により再就職の準備をする余裕なく離職した者）について

は、通常の受給資格者に比べ、基本手当の給付日数が拡充されている。 

 

○ 今般の新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由としてやむを得ず離職した者につ

いても、特定受給資格者として規定するもの。 

 

２．改正の概要 

○ 特定受給資格者の要件を定める法第 23 条第２項第２号の「厚生労働省令で定める理由」

について、本人又は同居の親族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化する

おそれのある疾患を有することその他の職業安定局長が定める理由を暫定措置として規

定する。 

 

３．根拠法令 

法第 23 条第２項第２号 

 

４．施行期日等 

公布日：令和２年６月上旬（予定） 

施行期日：公布の日 

※ 令和２年５月１日以降に離職した者について適用することとする。 


